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〔社〕〔社〕〔社〕〔社〕宮城県柔道整復師会は、全国宮城県柔道整復師会は、全国宮城県柔道整復師会は、全国宮城県柔道整復師会は、全国公益ならびに公益ならびに公益ならびに公益ならびに社団法人４７都道府県を社団法人４７都道府県を社団法人４７都道府県を社団法人４７都道府県を

統轄する〔統轄する〔統轄する〔統轄する〔公公公公社〕日本柔道整復師会の傘下団体です。社〕日本柔道整復師会の傘下団体です。社〕日本柔道整復師会の傘下団体です。社〕日本柔道整復師会の傘下団体です。    

正会員は正会員は正会員は正会員は接骨院・整骨院を開業し、全会員「日本学術会議」に登録された接骨院・整骨院を開業し、全会員「日本学術会議」に登録された接骨院・整骨院を開業し、全会員「日本学術会議」に登録された接骨院・整骨院を開業し、全会員「日本学術会議」に登録された    

日本柔道整復接骨医学日本柔道整復接骨医学日本柔道整復接骨医学日本柔道整復接骨医学会会員である見識者によって構成されています。会会員である見識者によって構成されています。会会員である見識者によって構成されています。会会員である見識者によって構成されています。    

公益法人としての「尊厳」（権利）を守り、その「社会的責任」公益法人としての「尊厳」（権利）を守り、その「社会的責任」公益法人としての「尊厳」（権利）を守り、その「社会的責任」公益法人としての「尊厳」（権利）を守り、その「社会的責任」((((義務義務義務義務))))をををを

果たす事を目的として、各種公益事業を積極的に開催すると共に、県民果たす事を目的として、各種公益事業を積極的に開催すると共に、県民果たす事を目的として、各種公益事業を積極的に開催すると共に、県民果たす事を目的として、各種公益事業を積極的に開催すると共に、県民医療医療医療医療

社会の一翼を担い、医療の充実や健康増進に寄与しています。社会の一翼を担い、医療の充実や健康増進に寄与しています。社会の一翼を担い、医療の充実や健康増進に寄与しています。社会の一翼を担い、医療の充実や健康増進に寄与しています。    

 

 

【（社）宮城県柔道整復師会の目的（社）宮城県柔道整復師会の目的（社）宮城県柔道整復師会の目的（社）宮城県柔道整復師会の目的】 

本会は、柔道整復術の進歩発展とその医学的研究をなし、社会福祉に寄与し併せて  

柔道整復師の資質の向上を図り、もって県民医療の向上に資することを目的としてい

ます。 

（定款第３条） 

 

 

～目的達成のために～ 

 

（１）柔道整復師の振作高揚に関する事項 

（２）柔道整復術の振興に関する事項 

（３）柔道整復師の養成及び補習に関する事項 

（４）社会福祉活動に関する事項 

（５）県民の体位向上及び健康増進に関する事項 

（６）柔道整復施術療養費点検支払に関する事項 

（７）社会保障及び医療保険制度の充実に関する事項 

（８）介護に関する事項 

（９）会員の相互扶助に関する事項 

（10）会報の発行に関する事項 

（11）その他目的達成のための必要な事項 

（定款第４条） 
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会員による、会員のための会でありたいと念願しています会員による、会員のための会でありたいと念願しています会員による、会員のための会でありたいと念願しています会員による、会員のための会でありたいと念願しています    会の自己ＰＲ あなたのメリットです 
 

１．私たちは、公益法人です。 ＊接骨院ボランティア宮城（ＳＶＭ）を組織し、各種ボランティア活動に参画しています。 ＊少年柔道大会を主催し、柔道を通じて、青少年の育成に寄与しています。 ＊会員による福祉募金活動など、障害福祉活動を行い、社会福祉の向上を実践しています。 
 

２．私たちは、保険請求事務を代行しています。 ＊請求データはコンピュータ管理の上、正確、迅速、丁寧、をモットーに行っています。 ＊保険研修会を随時開催しています。 ＊会員と保険部長は保険請求ホットラインで結ばれています。 
 

３．私たちは、ＣＩ広報活動を行います。 ＊会ホームページを、何時でも更新しています。 ホームページでは、会員の接骨、整骨院をお知らせしています。 ＊医師会、自賠責関係者、保険審査会、諸官庁との交流、接触を常に心がけています。  最新情報を得るように努めています。 
 

４．私たちは、生涯学習、能力向上を目指し、行動しています。 ＊宮城柔整スクールを開催し、勉強しています。 ＊外部講師による、会員のための学術研修会や講演会を定期的に行っています。 ＊機能訓練講習会開催など、会員相互啓発を行っています。 ＊会所有の医学書や学術ビデオテープを利用しての自宅学習をお勧めしています。 
 

５．私たちは、魅力ある互助会を運営しています。 ＊会負担で、１億円までの賠償責任保険に加入しています。 ＊会負担で、団体生命保険（保険金１５０万円）に加入しています。 ＊慶祝、お見舞い、弔慰などの給付金があります。 ＊毎年、永年在籍表彰（２０年以上）を行っています。 ＊永年功労金の仕組みが準備されています。 
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会財政は透明度の高い健全財政です会財政は透明度の高い健全財政です会財政は透明度の高い健全財政です会財政は透明度の高い健全財政です    

会財政の仕組みです 

１．会は、自前の土地・建物です 当会ビルは、仙台市の中心、上杉にある土地６７坪、６２坪の３階建ての建物です。 会議室兼研究室、そして談話室が３階にあります。 毎年、建物補修費用を積み立てています。 
 

２．リーズナブルな会費です 

会費 定額会費  年９５９５９５９５,,,,００００００００００００円 （４月１万５千円 ５月より８ヶ月１万円） 定率会費 前年１月～１２月実績にて計算 ①２百万円以下     →０％ ②２百万円超～１千万円 →１．２％ ③１千万円超～２千万円 →１．３％ ④２千万円超～３千万円 →１．４％ ⑤３千万円超えた金額帯 →１．５％ 宮城県柔道整復師任意組合会費  月額 ４,２５０円 
 

 

入会時費用は 定額会費              ９５,０００円に 日本柔道整復師会入会金     ＋ １０,０００円 本会事務手続き等諸経費     ＋ ３０,０００円 宮城県柔道整復師任意組合入会金 ＋  ３,０００円 合合合合        計計計計                                                    １３１３１３１３８８８８,,,,０００円０００円０００円０００円    この金額を入会手続き完了時に納めてください。    
 

３．予算を審議し、決算はキチンと報告されます。 予算、決算は  本会計         宮城県柔道整復師任意組合 そして、保険請求入金支払勘定に分けて編成されます。 又、各会員に、年１回１月 前年分の保険請求取扱額証明書                  保険支払・徴収取扱額証明書  を発行しています。 
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【沿沿沿沿    革革革革】 ・昭和１４年 宮城県柔道整復師会発足 （仙台市五橋） ・昭和２４年 戦後第一回総会開催 ・昭和２７年 政管、国保、職域、共済組合保険取り扱い開始 ・昭和２７年 第一回保険審議委員会開催 ・昭和２８年 全日本柔道整復師会加盟 （社団法人日本柔道整復師会設立認可） ・昭和３４年 宮城県労働基準局長より委任者払い認可 ・昭和４５年 「宮整」会報第一号発刊 ・昭和５１年 社団法人宮城県柔道整復師会設立準備委員会及び設立総会開催 ・昭和５２年 社団法人宮城県柔道整復師会 設立 ・昭和５２年 定款第一号完成 同年１０月２４日発行 ・昭和５７年 第一回宮城県少年・少女柔道大会一千名の集い開催 ・昭和５７年 仙台市青葉区上杉に事務所購入 ・昭和６０年 仙台市宮城野区扇町に会館建設移転 ・昭和６２年 全国養成校柔道大会宮城県武道館にて開催 ・昭和６３年 第一回日本接骨医学会 宮城県民会館にて開催 ・平成０１年 宮城県保険審査会発足 当会審査委員就任 ・平成０４年 第一回文部大臣杯争奪日整全国少年柔道大会宮城県予選会開催 ・平成０４年 仙台市青葉区上杉２丁目９番８号に会館建設移転 ・平成０８年 接骨院ボランティア宮城（ＳＶＭ）設立 ・平成１１年 第一回チャレンジド スポーツフェスティバル開催 ・平成１１年 宮城県柔道整復師会設立６０周年 ・平成１１年 第一回救急法講習会開催 ・平成１２年 東北ブロック学術・柔道大会開催 ・平成１２年 宮城県柔道整復師会６０周年記念誌発行 ・平成１４年 保険業務電算化確立 ・平成１７年 第１回宮城県「柔道整復学」構築学会開催 ・平成１８年 「子供とお年寄りの避難所」全会員施術所開設 ・平成１９年 社団法人設立３０周年記念式典開催 ・平成２０年 宮城県柔道整復師会設立７０周年報告・感謝会開催 ・平成２１年 宮城県「柔道整復学」構築学会 第１回ミニ学会開催 ・平成２２年 第１回 健康いきいき運動教室開催 ・平成２３年 災害時における宮城県柔道整復師会の協力に関する協定締結 ・平成２４年 宮城県柔道整復師会赤十字奉仕団設立 
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【組織機構図】     平成２４年５月現在   
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新会員届出手続きについて新会員届出手続きについて新会員届出手続きについて新会員届出手続きについて    

    

１．会で行う手続き 

①柔道整復施術療養費の受領委任の登録（保険扱い） 

・東北厚生局‥‥‥‥‥‥‥協定番号 

・国保連合会‥‥‥‥‥‥‥宮国支払コード 

 

②労災指名申請書 

 

③日本柔道整復師会入会手続き 

 

 

２．個人で行う手続き 

①保健所への施術開設届‥‥‥‥‥‥‥各地区の保健所 

 

②生活保護法による施術者の指定‥‥‥福祉局 

※会員の証明書が必要な場合は会で発行 
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【入会の要件【入会の要件【入会の要件【入会の要件】】】】    

 宮城県内にて柔道整復業を行い、又は宮城県内に居住する柔道整復師で本会の目的

に賛同する方（開業を予定する方も含む） 

 

【入会時提出書類】【入会時提出書類】【入会時提出書類】【入会時提出書類】    ＊入会日の３０日前までに提出のこと＊入会日の３０日前までに提出のこと＊入会日の３０日前までに提出のこと＊入会日の３０日前までに提出のこと＊＊＊＊    

・（社）宮城県柔道整復師会への提出・（社）宮城県柔道整復師会への提出・（社）宮城県柔道整復師会への提出・（社）宮城県柔道整復師会への提出    

①入会申込書 

②入会規定 

③履歴書（写真添付）      １通 

④柔道整復師免許証明書（写）  １通 

⑤住民票            １通 

⑥誓約書            １通 

⑦写真             ２枚 

⑧銀行口座届出書・通帳（写） 各１部 

⑨認印 

⑩開院届の写し（保健所受付印のあるもの） ・開院前の入会時は開院後提出 
⑪治療案内広告（受付時間等明記のもの）、看板、折込広告 〔←写真又は図案〕 
 

・（・（・（・（公公公公社）日本柔道整復師会への提出社）日本柔道整復師会への提出社）日本柔道整復師会への提出社）日本柔道整復師会への提出    

①入会申込書 

②柔道整復師届 

③会員名簿 ※（公社）日本柔道整復師会の提出書類は（社）宮城県柔道整復師会に入会後、幣会より入会手続きをいたします。 
 

【入会時審査】【入会時審査】【入会時審査】【入会時審査】    

書類提出後、役員による面談審査を行い、その結果に基づき、入会許可証を発行しま

す。そして、１ヶ月以内に第二次審査を行い、会員証を交付します。 

 

※入会に関してご不明な点や疑問点がありましたら、遠慮※入会に関してご不明な点や疑問点がありましたら、遠慮※入会に関してご不明な点や疑問点がありましたら、遠慮※入会に関してご不明な点や疑問点がありましたら、遠慮なくご連絡ください。なくご連絡ください。なくご連絡ください。なくご連絡ください。    

尚、書類の送付先・連絡先は、当会事務局宛にお願い致します。尚、書類の送付先・連絡先は、当会事務局宛にお願い致します。尚、書類の送付先・連絡先は、当会事務局宛にお願い致します。尚、書類の送付先・連絡先は、当会事務局宛にお願い致します。     


